
別 冊   説 明 資 料 
（主要施策の事業概要） 

 〔事業名〕 〔区分〕  番号 

耕作放棄地再生利用補助 新規  資料‐1 

農業生産基盤の強化 拡充  資料‐2 

 農産物安定供給体制の整備 拡充  資料‐3 

日本一の農産物販路確保 拡充  資料‐4 

 家畜伝染病（豚熱）まん延防止対策 拡充  資料‐5 

 農商工連携支援事業 拡充  資料‐6 

市内事業者等の総合的な支援窓口の設置 新規  資料‐7 

空き家対策の推進 拡充  資料‐8 

福江市街地の活性化 継続  資料‐9 

赤羽根市街地の活性化 継続  資料‐10 

サーフタウン構想の推進 拡充  資料‐11 

定住・移住の促進 拡充  資料‐12 

ふるさと納税の推進 拡充  資料‐13 

 企業立地の推進 継続  資料‐14 

 中高生を対象とした市内産業の魅力発信 新規  資料‐15 

渥美半島観光博覧会“たはら巡り～な”の開催 継続  資料‐16 

恋人の聖地観光連携PR 新規  資料‐17 

温泉の掘削 拡充  資料‐18 

日本風景街道大学の開催 新規  資料‐19 

 サイクリスト受入環境の整備 拡充  資料‐20 

国際交流３０周年記念事業の開催 新規  資料‐21 

 新生児聴覚検査の費用助成 新規  資料‐22 

 童浦こども園の開園 新規  資料‐23 

 （仮称）あかばねこども園の整備支援 新規  資料‐24 

 「病後児保育室」の開設 新規  資料‐25 

 １８歳までの入院医療費助成 新規  資料‐26 

 児童発達支援センター開設準備 新規  資料‐27 

「ＧＩＧＡスクール構想」実現のための校内ＬＡＮ整備 新規  資料‐28 

遠隔授業システムの導入 新規  資料‐29 

ＩＣＴを活用した新しい英語教育の推進 拡充  資料‐30 

学校プールの集約化の検討開始 新規  資料‐31 

伊良湖岬小学校の整備 継続  資料‐32 

統合に向けた赤羽根中学校の整備 新規  資料‐33 

中学・高校の連携 拡充  資料‐34 

津波避難タワーの整備 拡充  資料‐35 

 消防力の強化 拡充  資料‐36 

胃内視鏡検査の開始 新規  資料‐37 

高齢者安全運転支援装置の設置補助 新規  資料‐38 

住民票等のコンビニ交付サービス開始 新規  資料‐39 

 新斎場の整備 継続  資料‐40 

 し尿処理施設の統合整備 継続  資料‐41 

 田原福祉専門学校の民営化 新規  資料‐42 
 



事業費５，０００千円 新規・拡充・継続

イ

担当課：営農支援課 電話：０５３１－２２－１１２６
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：einou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
・耕作放棄地の解消、担い手農家の農地
の利用集積・規模拡大の促進
・新規就農者の農地確保の促進
■ 事業概要
〇木竹等の伐採・伐根、老朽ハウスの撤
去等による耕作放棄地の再生に要する
費用を補助する。
〇補助率１/2 （新規就農者３/４)

＊新規就農者は「青年等就農計画」の認定が必要

〇補助対象限度額２，０００千円（10a）
〇対象農地
・農用地区域内で再生には重機を要す
ると認められる耕作放棄地
・貸借権又は売買等による所有権取得
の農地（貸借の場合、再生から５年以
上は使用貸借権とする）

耕作放棄地再生利用補助

田から畑への再生

老朽施設の撤去による再生

老朽施設の改修による再生
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事業費１３３，６６１千円 新規・拡充・継続

担当課：農政課 電話：０５３１－２７－７２７５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：nosei@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
生産コストの削減や品質向上など収益
力・生産基盤を強化することにより、農業
の国際競争力の強化を図る。

■ 事業概要
〇産地パワーアップ事業
地域が定めた「産地パワーアップ計画」に
基づき、高性能な農業機械のリース導入を
支援

〇あいち型産地パワーアップ事業
地域が定めた「産地戦略」に基づき、農業
機械導入、施設改修、施設整備を支援

〇農業用ハウス強靭化緊急対策事業
耐候性が十分でない農業用ハウスの補強
や非常用電源の導入等に対して支援

農業生産基盤の強化 産地パワーアップ事業
◆ 機械導入（自動選別・結束）

あいち型産地パワーアップ事業
◆ 機械導入・施設改修・施設整備
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事業費５４，１００千円 新規・拡充・継続

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
（産地基幹施設等支援タイプ）

◆ 集出荷貯蔵施設整備（簡易冷蔵施設）

担当課：農政課 電話：０５３１－２３－３５１７
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：nosei@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
産地としての持続性を確保し、高付加
価値化や生産コストの低減など、産地の
収益力強化や合理化を図る取組に必要
な施設の整備を支援し、農産物の安定
供給体制の構築を図る。

■ 事業概要
〇産地農業において中心的な役割を
果たしている農業者団体等による集
出荷貯蔵施設等の基幹施設の導入
を支援

補助率１/２以内

農産物安定供給体制の整備
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事業費７，２６１千円 新規・拡充・継続

首都圏ホテル等との連携によるＰＲ

海外での農産物プロモーション

担当課：農政課 電話：０５３１－２３－３５１７
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：nosei@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
農業産出額日本一を誇る田原市産農
産物の国内外でのプロモーションに取り
組み、新たな販路の確保を支援する。

■ 事業概要
〇首都圏ホテル等との連携
首都圏のホテル等と連携し、花や野
菜を活用したプロモーションを展開

〇海外での農産物プロモーション
マレーシアでの農産物販売ルートの
確保を支援

〇農産物の流通状況調査
国内での田原市産農産物の流通状
況を調査し、新たな販路を検討

日本一の農産物販路確保
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事業費１８，８０５千円 新規・拡充・継続

担当課：農政課 電話：０５３１－２７－７２７５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：nosei@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
国内の多くの農場で豚熱が発生し、ま
た、野生イノシシへの豚熱の感染が拡大
したことにより、国は養豚へのワクチン接
種の方針を定めるなど、新たな対策を進
めている。本市においても、市内の養豚
業を守るため、豚熱対策の取組を促進
する。

■ 事業概要
〇市内の養豚に接種される豚熱ワクチ
ン費用の一部補助を行う。
〇国・県の交付金を活用し豚熱の媒体
となる野生イノシシの駆除促進を図る。
〇有害鳥獣駆除に従事するために必要
な狩猟免許の取得について、費用の
一部を助成し、免許取得の促進を図る。

家畜伝染病（豚熱）まん延防止対策
豚熱ワクチン

繁殖された子豚

捕獲された野生イノシシ
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事業費４，８９１千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

農商工連携による地域産業の裾野の拡大・地域
経済の発展のため「渥美半島たはらブランド」認定
事業者を中心に、人材育成、商品開発から販路開
拓までを総合的に支援する。

■ 事業概要
【新規事業】
〇渥美半島たはらブランド・プレミアムロゴ及び販促
ツール制作2,050千円
プレミアムブランドのロゴ及び販促ツールを制作する
ことにより、他地域と差別化を図り、たはらブランドを
全国に発信していく。
【継続・拡充事業】
〇渥美半島たはらブランド認定事業、プレミアムブラ
ンド認定事業686千円

〇渥美半島たはらブランド・プレミアムバイヤーズガ
イド作成800千円

〇渥美半島たはらブランド冊子作成891千円
〇小売フェア開催464千円

農商工連携支援事業 新たな商品、サービス、
販路、地域ブランドを創出

それぞれの経営資源
連携

渥美半島たはらブランド認定

1次産品
6次化商品

6次化商品
取り組み等

【市内・県内】

【販路開拓】 【販売支援・ＰＲ】
・小売フェア ・販促ツール
・首都圏販売 ・ロゴ
・ふるさと納税等

農商工連携

農業者
漁業者

中小企業
者等

サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト

情報提供
・フェア
・補助金
・セミナー

情報発信
・たはらブラン
ド情報
・市ＰＲ
・イベント情報

プレミアムブランド認定

【首都圏】

総
合
的
支
援
窓

口
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事業費１９，９００千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

■ 目的

市内の創業や事業拡大等の機運を醸成し潜在的
な需要を掘り起こすとともに、創業手法や売上拡
大等への総合的な支援を行い、市内事業者の活性
化を図り、雇用・就労機会の創出、民間企業の活
力向上につなげる。

■ 事業概要
〇田原市中小企業総合支援センター（仮称）設置

19,900千円
人員体制コーディネーター３人
業務内容
（１）相談窓口、コーディネーター業務
（２）創業機運醸成事業
（３）各種セミナー開催
（４）合同就職説明会開催
（５）６次産業化、観光プログラム造成支援等

市内事業者等の総合的な支援窓口の設置

田原市商工会
渥美商工会

市内金融機関 日本政策金融
公庫

田原市役所
(株)あつまる
タウン田原

外部連携

あいち産業振興
機構等

田原市創業支援
ネットワーク

支援対象者数の拡大
連携

田原市中小企業総合支援センター
（仮称）

創業希望 事業拡大
潜在的
需要

求職者

相談、支援
マッチング
需要掘り起こし等

創業、就労機会の創出・活力向上
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事業費１７，９１３千円 新規・拡充・継続

担当課：建築課 電話：０５３１－２３－３６８４
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kentiku@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
空き家活用に対する支援、空き家除却に対する支援
を行うことで、市民の良好な生活環境の確保、土地や
建物の有効活用を図る。

■ 事業概要
拡充（新たな支援）
１．空き家提供者に対する片付け費用の一部を補助
２．空き家を活用する方に対する登記などの各種手続
費用の一部を補助
３．昭和56年5月以前に着工された旧耐震基準の空き
家の解体・除却に対する工事費の一部を補助

※空き家及び敷地内の工作物（門、塀等）を全て撤去
し、更地にする工事が対象

継続
〇空き家のリフォーム費用の一部を補助
〇倒壊、飛散等で周囲に悪影響を及ぼすおそれのあ
る危険な空き家の、解体・除却工事費の一部を補助

※空き家及び敷地内の工作物（門、塀等）を全て撤去
し、更地にする工事が対象

空き家対策の推進

【対象】空き家バンク登録
物件又は登録予定物件

【補助額】１０万円（上限）

拡充（新たな支援）

【対象】空き家バンク登
録物件

【補助額】１０万円（上限）

２．手続補助

【対象】
旧耐震基準の空き家

【補助額】２０万円（上限）

３．旧耐震基準空き家の解体補助

１．片付け補助
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事業費７，０１３千円 新規・拡充・継続

イメージ図

担当課：街づくり推進課電話：０５３１－２３－３５３５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：machi@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
福江市街地について、市民と協働で地
域の特色を生かしたまちづくりの検討や
整備を実施することにより、市街地の魅
力の向上及び活性化を図る。

■ 事業概要
〇福江市街地の中心であるショップレ
イ周辺において、地域住民や来訪者
にとって利便性が高く、賑わいを創出
できる場所とするための施設整備に
ついて調査・検討を実施し、整備構想
を策定する。

福江市街地の活性化

ショップレイ周辺施設整備可能性検討調査
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事業費１６０，４２５千円 新規・拡充・継続

赤羽根市街地の活性化

住宅地 街区公園調整池

認定こども園
建設予定地

■ 目的
赤羽根市街地内の一体的未利用地で
土地区画整理事業による居住環境の整
備を行い、人口減少を抑制し、地域コミュ
ニティの維持を図る。

■ 事業概要
〇区画道路の整備（外周４路線）
〇防火水槽の整備（１か所）
〇田原赤羽根土地区画整理組合への
運営指導、事業支援

※令和２年度後半より、保留地(宅地)の
販売開始予定（約２０区画）

区画道路

担当課：街づくり推進課電話：０５３１－２３－３５２３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：machi@ city.tahara.aichi.jp

【土地区画整理事業整備計画図】

【赤羽根市街地】

[面積：2.6ha、事業期間：H30～R4年度]

事業箇所

防火水槽

保留地(宅地)
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事業費４，９０６千円 新規・拡充・継続

担当課：建築課電話：０５３１－２３－３５２７
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kentiku@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
赤羽根地域を中心に、サーファーをはじ
めとする若者・子育て世代の移住者を増
加させる施策等を進め、赤羽根地域の
活力維持・拡大を図り、田原市全域の持
続的な発展へつなげる。

■ 事業概要
〇サーフタウン構想の実現に向けた住
宅開発事業化検討調査を行う。

サーフタウン構想の推進

● サーフタウン構想の重点整備地区にある

（仮称）弥八島海浜公園周辺の将来イメージ

資料-11

事業費２２，７１０千円 新規・拡充・継続

１.２担当課：人口増企画室電話：０５３１－２３－３７２８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jinkou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
「第2期田原市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を推進することで、人口減少対策・人口
増加策を進める。

■ 事業概要
〇人口増企画室と営農支援課が連携し、東京等
の都市圏での定住・移住相談フェアや新規就農
希望者誘致イベントなどに出展し、定住・移住と
併せて、新規就農希望者の開拓を図る。

〇定住・移住希望者への相談対応や情報発信、
新生活のサポート、空き家情報の提供等を
官民一体となって行う「たはら暮らし定住・移住
サポーター制度」を活用し、定住・移住の促進
につなげる。

〇市内に一戸建てを建築して定住する若者・
子育て世帯（４５歳以下）に対して、定住・移住
促進奨励金制度を継続して支援する。

定住・移住の促進

● 定住・移住促進奨励金制度で、
若者・子育て世帯の定住・移住
を応援
（令和2年度は、約70件に奨励金
を交付予定）

● 定住・移住促進と併せて新規就農希望者を開拓

● たはら暮らし定住・移住サポー
ター制度を活用し、サポーター
による定住・移住相談会や、移
住体験を企画

３担当課：建築課電話：０５３１－２３－３５２７
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kentiku@ city.tahara.aichi.jp

１担当課：営農支援課電話：０５３１－２２－１１２６
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：einou@ city.tahara.aichi.jp

資料-12



事業費６２，３１７千円 新規・拡充・継続

担当課：地域創生課電話：０５３１－２７－７９７８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：chisou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
ふるさと納税制度を通じてシティセー

ルスを推進するとともに、自主財源の確
保に努める。

■ 事業概要
〇返礼品による特産品ＰＲ
ふるさと納税を通じて、返礼品として
本市の特産品等をＰＲする。
〇新たな寄附募集方法の推進
新たな寄附募集方法として、企業版
ふるさと納税やクラウドファンディング
等の手法を活用する。

ふるさと納税の推進
ふるさと納税で田原市の魅力を発信
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愛知県産業立地セミナー

分譲地

事業費５，５２７千円 新規・拡充・継続

臨海部への企業誘致

担当課：企業立地推進室電話：0531-23-3549
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kigyotai@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
誘致イベント等を通じて、市内立地
企業の情報と共に分譲地や港情報を
発信し、新規企業の誘致等に努める。

■ 事業概要
企業誘致説明会・展示会への参画
・産業技術展出展（東京）
・愛知県産業立地セミナー

（東京・大阪）
・東三河５市企業用地見学ツアー

本市の産業振興と地域活力を増進
するため、臨海部に企業の誘致を図る。

企業立地の推進

田原４区

田原１区ふ頭

田原１区

浦片分譲地

産業技術展出展

田原１区 約２９．８ｈａ
田原１区ふ頭 約２．２ｈａ
田原４区 約２０．２ｈａ（交渉中）
浦片地区 約２．0ｈａ
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事業費１，８９２千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

■ 目的

市内の中高生を対象に、田原市内の魅力ある
企業や個人事業等を紹介することで、人材・担
い手の確保や人口流出防止等につなげる。

■ 事業概要
〇地域の魅力情報発信フェア（仮称）開催

1,100千円
日時、会場等は未定
対象田原市内中学生、高校生
内容・市内臨海企業、中小企業、個人事業等

地域の魅力ある産業紹介、体験ブース
・地域でがんばっている人の紹介
・市内３高校のPRブース等

〇地域の魅力紹介パンフレットの作成792千円
市内中高生向けに地域の魅力を紹介するパンフ

レットを作成する。
内容・魅力ある田原市の産業の紹介

・地域の人材紹介等

中高生を対象とした市内産業の魅力発信
市内中学生 市内高校生

知る

・魅力ある産業・魅力ある学校
・魅力ある地域・未来の可能性

機運の醸成

田原市への就職、定住
Uターン就職、起業等

・地
域
の
魅
力
情
報
発
信
フ
ェ
ア

・地
域
の
魅
力
紹
介
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

定住移住人口
拡大
人口流出防止

令和元年度作成の
市内中学生向け冊子

「ここがわたしの暮らす街
田原」
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事業費５,３１２千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

“ ”渥美半島観光博覧会たはら巡り～なの開催

田原市、渥美半島観光ビューロー
田原市商工会、渥美商工会
あつまるタウンたはら、田原観光情報サービスセンター

たはら巡り～な実行委員会

体験プログラム販売窓口の一本化

個人客団体客

ツアー造成
旅行社

ガイドブック
Web

予約

体験プログラム
主催者

・農業・漁業体験
・クラフト体験
・街歩きなど

提供

増客により直接的
な収入が増加

観光客との交流を
通じ、街の魅力を
再発見

好好好が
生む
観観観観
づづづ

田原ファンが
増え交流
人口拡大

体験プログラム
主催者

観光客

やりがいの向上、多様な事業
者の参画で、より魅力的な体
験プログラムが誕生

やる気アップ

魅力アップ

集客力アップ

■ 「たはら巡り～な」による効果

■ 「たはら巡り～な」の流れと実行委員会

■ 目的

観光による交流人口の拡大と
稼ぐ力の向上を図り、渥美半島
を元気で豊かな地域にすること
を目的とする。

■ 事業概要

昨年度に引き続き開催、今回で３回目。渥美半島の地域
資源を活用した着地型体験プログラムの開発・販売を行う。
また事業期間中にある「愛知・名古屋観光誘客協議会（仮
称）」と連携し、事業効果を拡大させる。

体験プログラムの開発・集約

公式ガイドブック発行、W eb予約システム構築

周遊特典ブック（クーポン・スタンプラリー）の作成

参加者が市内店舗等を周遊すると特典が得られる。

事業期間：令和2年7月下旬～令和3年3月31日

令和２年度は開催期間を１ヶ月早め、

サーフィン等、夏のアクティビティの充実を図る。
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事業費１４，０００千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
恋人の聖地を有する他地域との都道府県を越えた
連携事業を行い、各地域への人と資金の流れを強化

し、地域活性化につなげる。

■ 事業概要
〇どんぶりサミットin田原の開催6,000千円
渥美半島どんぶり街道等田原市の丼や恋人の聖地

連携地域の食等を中心とした食の祭典を実施
開催日：１１月中旬
会場：サンテパルクたはら（収穫祭と同時開催）

〇恋人の聖地観光連携PRイベントの開催
8,000千円

ナゴヤドーム等を活用し、恋人の聖地観光連携事業
のPRや、渥美半島の農業、花、観光等のPRイベント
を実施
開催日：６月下旬予定
会場：ナゴヤドーム等

恋人の聖地観光連携PR

イメージ

イメージ

どんぶりサミットin田原
・渥美半島どんぶり街道、各地のご当地丼等の販売
・観光PRブース、ステージイベント
・地域の特産品等の販売（収穫祭） 等

恋人の聖地観光連携PRイベント
・渥美半島体験ブース（たはら巡り～な等）
・恋人の聖地フォトスポット
・スポンサーゲーム、ステージでの田原市PR 等
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事業費９３，２００千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

■ 目的

温泉を掘削し、新たに温泉管理施設（貯湯
タンク等）を整備することで、温泉資源を活用
した田原市の観光魅力度の向上を図り、交流人
口の拡大と地域全体への経済波及効果の向上、
地域の活性化につなげる。

■ 事業概要

・温泉掘削工事（令和元～2年度）
全体工事費：152,900千円
令和2年度分92,200千円

・温泉揚湯設備工事実施設計1,000千円

■ 効果

・観光地としてのブランド力の向上
・入湯税等による財源の確保
・様々な観光施策との連動による観光消費
の増加

温泉の掘削

年度 内容

R1～2 掘削工事

R3
温泉揚湯設備工事
（動力・貯湯タンク等設置）

R4 配湯業務開始

■ 事業スケジュール（案）

温泉

住民

観光

福祉雇用

まち
づくり産業

■ 温泉を取り巻く様々な視点

観光地における付加価値の向上

新たな地域産業、雇用の創出

地域の観光財源確保

まちづくりへの活用

健康づくり・生きがいづくり

伊良湖から市全体への波及効果
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事業費１，６６０千円 新規・拡充・継続

イメージ図

担当課：街づくり推進課電話：０５３１－２３－３５３５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：machi@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
大学の開催を機に、「渥美半島菜の花
浪漫街道」を市内外に周知してブランド化
を図るとともに、地域住民や関係団体に
事業の担い手であることの意識付けを図
り、これまで以上に「渥美半島菜の花浪漫
街道」を活用した「観光振興」「地域活性
化」を推進する。
■ 事業概要
開催期日：令和3年2月12日（金）

13日（土）予定
開催場所：田原文化会館
開催内容：開催地報告、講演会、

分科会（3テーマに分かれて）
エクスカーション等

参加予定：国・県・風景街道ルート関係者
一般市民等

日本風景街道大学の開催

R元年9月ニセコ羊蹄キャンパス
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事業費１，７３６千円 新規・拡充・継続

担当課：商工観光課電話：０５３１－２３－３５２２

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

■ 目的

愛知県が行う「太平洋岸自転車道」の整備に
併せサイクリストの受入拠点、情報拠点となる
よう整備を行い、田原市の観光魅力度の向上を
図り、交流人口の拡大と地域全体への経済波及
効果の向上、地域の活性化につなげる。

■ 事業概要
・空気入れ等ゲートウェイ整備に必要な物品の
購入６８０千円

・ロッカー等の設置５００千円
・道の駅トイレにフィッティングボード設置
１２０千円

・上記に伴う誘導看板の設置３００千円
・駅前広場トイレにフィッティングボード設置
１３６千円

■ 効果

・観光地における付加価値の向上
・様々な観光施策との連動による観光消費額の
増加

・サイクルツーリズムの推進による地域活性化

サイクリスト受入環境の整備
サイクリスト受入環境の整備

レンタサイクルロッカー・着替

工具貸出等

サイクルラック、多言語ﾙーﾄﾏｯﾌ゚、レンタサイクル、荷物ロッカー・着替え
ルーム、サイクルステーション,Wifi など必要な施設の環境整備

・ロッカー・着替えルーム
・Wi-fi

・レンタサイクル
・サイクルラック
・工具の貸出

担当課：街づくり推進課電話：０５３１－２３－３５２３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：machi@city.tahara.aichi.jp
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事業費３，０１３千円 新規・拡充・継続

国際交流フェスティバル（イメージ）

20周年式典時の様子

担当課：広報秘書課電話：０５３１－２２－０１３８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kokusai@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
令和２年度は、ジョージタウン市との姉妹都市
提携30周年であるとともに、本市国際交流事業
30周年の記念の年でもある。
これを記念し、両市の交流をさらに深めるため、
「記念式典」を実施するとともに、本市初の市民
向け国際イベント「国際交流フェスティバル（仮
称）」を開催する。

■ 事業概要

〇「国際交流フェスティバル（仮称）」の開催
〇「ジョージタウン市姉妹都市提携30周年記念
式典」の開催

国際交流３０周年記念事業の開催
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事業費８２５千円 新規・拡充・継続

■ 新生児聴覚検査の費用助成事業
イメージ

■ 検査方法
・AABR（自動聴性脳幹反応検査）

／ABR（聴性脳幹反応検査）
・OAE（耳音響放射）

担当課：健康課 電話：０５３１－２３－３５１５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kenko@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
聴覚障害児の早期発見を目的に、聴覚
検査を全新生児に実施。子育て世代の負
担軽減のため検査費用を助成する。

■ 事業概要
母子健康手帳交付時に新生児聴覚検
査受診券を交付（令和２年４月１日以降
に母子健康手帳交付を受けた方が対象）

〇対象者：生後４週以内（２８日以内）
の新生児

〇助成額：5,000円／1回（１人1回助成）

新生児聴覚検査の費用助成

妊婦中出産生後３日頃 １か月

妊
婦
健
康
診
査

新
生
児
聴
覚
検
査

乳
児
健
康
診
査

産
婦
健
康
診
査

追加

生後、早期に聴覚障害を発見⇒

早期療育・治療の開始により言語
発達、情緒や社会性の発達を促す。
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事業費２２３，２８８千円 新規・拡充・継続

担当課：子育て支援課電話：０５３１－２３－３５１３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jidou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

北部保育園及び山北保育園を統合・
民営化し、新たに民間の童浦こども園
を開設し、保育環境の充実を図る。

■ 事業概要
〇開設年月日令和２年４月１日
〇所在地田原市片浜町前畑７９番地１
〇利用定員２４０人
保育認定
・満３歳未満児６０人
・満３歳以上児１５０人
教育認定
・満３歳以上児３０人

〇構 造木造平屋建一部鉄骨
〇延床面積１，９２９．７８㎡

童浦こども園の開園

童浦こども園イメージ図
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事業費１５０，１６７千円 新規・拡充・継続

担当課：子育て支援課電話：０５３１－２３－３５１３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jidou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
子どもたちの健やかな育ちを促すため
の保育環境を整え、多様な保育ニーズに
対応するため、保育所の統合・民営化に
より開設する（仮称）あかばねこども園の
事業用地を購入する。

■ 事業概要
〇（仮称）あかばねこども園用地購入
面積：４，８４４．０７㎡
場所：田原市赤羽根町天神地内

■ 開園までのスケジュール
〇Ｒ２用地購入及び用地の無償貸与
〇Ｒ２事業者による園舎設計
〇Ｒ３合同保育、園舎建設
〇Ｒ４こども園開設

（仮称）あかばねこども園施設整備支援

(仮称)あかばねこども園整備場所

田原赤羽根土地区画
整理事業用地

こども園事業用地

赤羽根小学校

赤羽根保育園
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事業費１，３７０千円 新規・拡充・継続

担当課：子育て支援課電話：０５３１－２３－３５１３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jidou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
子どもが病気の回復期にあるが、集団
保育が困難な期間に、子どもの保育及び
看護を行い、保護者の子育てと就労の
両立を支援する。

■ 事業概要

〇開設場所田原町築出３７番地８

（旧渥美病院医師住宅）

〇開設年月日令和２年４月１日

〇利用定員１日３名

〇開設日数月～金曜日

（土日、祝日、お盆、年末年始休み）

〇開設時間午前８時３０分～午後５時

〇利用料金１日２，０００円

「病後児保育室」の開設 病後児保育利用の流れ

① 事前登録

② 病後児保育の利用連絡

③ 指定医で利用につい
て確認書をもらう

④ 病後児保育室の利用

開設場所

病後児保育室
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事業費８，０００千円 新規・拡充・継続

担当課：保険年金課 電話：０５３１－２３－３５１４
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kourei@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
子ども医療における医療費の支給対象
者を拡大し、適切な医療の確保を図り、
福祉の増進に努める。

■ 事業概要
〇１８歳までの子どもの入院にかかる
医療費自己負担額を全額助成

１．対象者
１８歳以下の子ども（就労者を含む）
(平成14年4月2日～17年4月1日生まれの者)
２．対象となる医療費
入院における保険適用自己負担額の全額
（食事療養費、差額ベッド代等は対象外）
３．対象期間

令和２年４月以降の入院分について適用

１８歳までの入院医療費助成 申請の流れ

入院費を病院に支払

市役所（支所）にて支給申請
（印鑑、領収書等持参）

指定口座に振込み

〇令和２年４月以降の入院費が対象
〇他の福祉医療受給者は対象外

資料-26



担当課：子育て支援課電話：０５３１－２３－３５１３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jidou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

あおぞら園の改修工事を行い、日常生活に
おける基本的な動作の指導や集団生活への
適応訓練や子どもの障害についての相談を受
ける児童発達支援センター開設の準備を行う。
現在あおぞら園で実施している発達支援教室
と連携して事業を行うことにより、障害児支援の
充実を図る。

■ 事業概要
〇あおぞら園改修工事６０，０６０千円
〇備品購入８００千円

※令和３年４月開設予定

事業費６０，８６０千円 新規・拡充・継続

児童発達支援センター開設準備

児童発達支援センター

児童発達支援事業
日常生活における基本的な動作の指導や集団
生活への適応訓練などの支援を行う

障害児相談支援事業
障害児や家族からの相談を受け障害児支援利
用計画の作成等を行う

あおぞら園

なかよし教室・ちゅうりっぷ教室
運動遊び、感覚遊び、療育活動等の療育的活動
と専門家の個別相談等の保護者支援

発達支援教室

連
携

資料-27

事業費２７７，３８７千円 新規・拡充・継続

〇令和時代のスタンダードな学校像とし
て、全国一律のＩ ＣＴ環境整備が急務

〇１人１台端末及び高速大容量の通信ネッ
トワークを一体的に整備し、Ｉ ＣＴを基
盤とした先端技術と教育ビッグデータを
効果的に活用することで、多様な子供た
ちを誰一人取り残すことのない、公正に
個別最適化された学びを全国の学校現場
で持続的に実現

担当課：教育総務課電話：０５３１－２３－３５３０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

■ 目的

文部科学省が進める「ＧＩ ＧＡスクー
ル構想」実現のため、国の補正予算に
合わせて市内小中学校の校内ＬＡＮを
整備し、Ｉ ＣＴ環境を構築する。

■ 事業概要
〇市内小中学校２２校の校内ＬＡＮ整備
・各学校教室へのアクセスポイント設置
・普通教室にタブレット収納保管庫設置

小学校１８校２０４，１９３千円
中学校４校７３，１９４千円

【3月補正】

「ＧＩＧＡスクール構想」実現の
ための校内ＬＡＮ整備

ＧＩＧＡスクール構想
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事業費１，２０８千円 新規・拡充・継続

担当課：学校教育課電話：０５３１－２３－３６７９
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：gkyou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、国内で令和２年度までに
校内通信ネットワークの整備が進められる予定だが、それに先
行して、複数校をネットワークで結んだ遠隔授業システムを実施
し、子どもたちが学校の規模に関わらず、多様な考えに触れるこ
とができ、質の高い授業を受けられる授業システムを構築する。

■ 事業概要

〇合同授業型
・遠隔授業システムを活用し、小規模校2校をつなぎ、交流を
行う。（亀山小と清田小、六連小と大草小など）

・国内外の姉妹都市や友好都市との交流に活用する。
（伊良湖岬小と阿南町４校）

〇ＡＬＴ活用型
・小学校英語授業で、複数の学校で同時に授業を行う。

〇各種会議

■ 整備計画

・先行実施する学校により、遠隔授業を研究し、校内通信ネッ

トワーク設置完了までに授業運営が可能な教員を育成をする。
・ＧＩＧＡスクール移行完了期までに市内全中学校に４０人用カメ
ラを常設設置し、小学校にカメラ４台の計８台を設置する。

遠隔授業システムの導入

Society5.0時代を生きる子供たちに、
先端技術を有効に活用した質の高い教育の提供

・各校にカメラ設置
・ライセンスの増設

学校Ａ

学校Ａ
学校Ｂ

ＡＬＴ活用型

学校B 学校Ｃ

ＡＬＴから
複数の学校へ

ＧＩＧＡスクールにより、
校内LANへ移行

合同授業型
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事業費３，３３３千円新規・拡充・継続

担当課：学校教育課電話：０５３１－２３－３６７９

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：gkyou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

令和２年度から、全面実施となる小学校英語

教育において、これまでに開発したプログラ

ムを、新しい教科書に準拠したプログラムに

更新し、また、ＩＣＴを活用して全小学校に安

定した質の高い授業を提供することを目指す。

■ 事業概要

〇新しい教科書対応のプログラムへ更新

・学習内容を網羅、質の高い授業の構築

〇ＩＣＴを活用した担任主導の授業

・ビデオ教材の開発・運用サポート、研修

ＩＣＴを活用した新しい英語教育の推進
学級担任

新しい教科書
に準拠した

プログラムの
更新・運用

ＡＬＴ

英語教育プログラム事業委託

全小学校

ビデオ教材の開発
運用サポート、研修

ＩＣＴ活用
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事業費１３，３７０千円 新規・拡充・継続

① 担当課：教育総務課電話：０５３１－２３－３５３０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

■ 目的
本市の学校プールは、築４０年経過した

ものが全体の５２％あり、そのすべての維
持・改修は困難である。
今後、学校プールの集約化や市民プール

と学校プールとの兼用機能を持つ水泳施設
の運営（ＰＦＩ 方式）導入等や、市内の民
間プール等を利用した水泳授業の検証を行
い、今後の学校プールのあり方や運営方法
を検討する。

■ 事業概要
１．スイミングスクールでの水泳授業実施
・送迎バス借上げ料 ３２０千円
・プール使用料 １５０千円
・インストラクター派遣費９００千円

２．施設運営民間活力（ＰＦＩ方式）導入可能性
調査 １２，０００千円

学校プールのあり方の検討開始

民間プール等を利用した
水泳授業の検証

民間プール等

〇民間プール等で水泳授業実施
（インストラクター付き）
〇児童、生徒、教員からの感想・意見集約
（施設の環境面、インストラクターによる指導）
〇感想、意見をもとに今後の学校プールのあり方
を検討
（プールの集約化、水泳授業の進め方など）

学校プールのあり方検討イメージ

② 担当課：生涯学習課電話：０５３１－２２－６０６１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syogaku@city.tahara.aichi.jp
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事業費８８９，６０４千円新規・拡充・継続

担当課：教育総務課電話：０５３１－２３－３５３０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

■ 目的

伊良湖岬小学校の新たな校舎を伊
良湖岬中学校跡地と中学校北側拡張
用地に整備することにより、地震、
津波被害への対処とともに、児童の
減少が進む中、適正な学校規模を確
保し、より良い教育環境の充実を図
る。

■ 事業概要
・伊良湖岬小学校建築工事
（令和元年度～３年度）

全体事業費（見込）：1,630,480千円

伊良湖岬小学校の整備

● 伊良湖岬小学校イメージパース

● 内観イメージパース

令和３年９月供用開始
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事業費150,000 千円新規・拡充・継続

担当課：教育総務課電話：０５３１－２３－３５３０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

■ 目的
令和３年４月の泉中学校と赤羽根

中学校との統合に向け、泉中学校生
徒の通学のためのスクールバス昇降
場等を整備する。
また、屋根、外壁の老朽化により

雨漏りや台風時に屋根材が飛散し危
険な屋内運動場の整備を行い施設の
長寿命化と教育環境の向上を図る。

■ 事業概要
・赤羽根中学校改修工事（150,000千円）
１．スクールバス昇降場整備工事
２．屋内運動場改修工事

【３月補正】

統合に向けた赤羽根中学校の整備

〇赤羽根中学校全景

①：スクールバス昇降場 ②：屋内運動場
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事業費２５５千円 新規・拡充・継続

担当課：学校教育課電話：０５３１－２３－３６７９
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：gkyou@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
福江中学校と福江高等学校の連携を進め、両校

の行事において生徒の参加を促し、交流を深める。

■ 事業概要

〇福江中学校の体育大会に
・福江中学校のＣＳ（コミュニティスクール）に伴い、
地域の方が参加する競技が新設。地域の方や高
校生とスポーツを通して交流を深める。

〇福江高校の体育祭に
・福江高校の体育祭に福江中学校生徒が参加し、
高校生活や行事について見通しをもち、キャリア
を積む。中学生のキャリア発達を促し、主体
性を育てる。

〇福江高校の福高祭に
・高等学校の文化祭に福江中学校生徒が参加し、
体育祭同様にキャリアを積む。

中学・高校の連携

渥美半島の先端地域における
中高連携校の魅力を充実

バス移動

福江中学校

体育大会
学校行事

福江高校

体育祭・福高祭
学校行事

・見通しをもつことが
できるキャリア発達

の促進

・ＣＳ（コミュニティス
クール）としての機能

の充実
・地域の活性化

■ 整備計画

・スクールバスを利用し、年間を通して互いの行事に参加す
ることができるようにバス借り上げ料を確保する。
・両校の行事を統合し、さらに中高連携校としての魅力を充
実させる。
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事業費２９１，３１８千円 新規・拡充・継続

担当課：防災対策課 電話：０５３１－２３－３５４８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：saigai@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
津波避難困難地域における避難対策と
して、小中山地区に津波避難施設（一時

避難場所）を整備し、防災力の向上を図る。

■ 事業概要
〇津波避難タワー等の設計（４か所）
〇津波避難タワーの整備（２か所）

■ 東三河各市の状況
〇田原市

堀切地区津波避難マウンド（H30.10竣工）

〇豊橋市

天津地区津波防災センター（H29.3竣工）

津波避難タワーの整備

事業箇所

【小中山地区】

【施設整備イメージ・パース図】

児童公園

六所神社

医王寺
総合会館
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事業費８８，２５８千円 新規・拡充・継続

担当課：消防課 電話：０５３１－２３－４０７３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoubouk@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

消防団を中核とした地域防災力の充実強化
に関する法律に基づき、消防団の活動環境を
整備し、地域防災力の強化を図る。

■ 事業概要
〇地域における消防防災活動の中心的な役
割を担う消防団員の活動拠点として、詰所
車庫を整備し、活動体制や機能の充実を
図る。
・東部分団１号車詰所車庫整備工事
・伊良湖岬分団１号車詰所車庫整備工事設計

〇機能低下した南部分団２号車を更新し、火
災等の各種災害に備える。

非常備消防力の強化
整備後のイメージ

【小型動力ポンプ付積載車】

【消防団詰所車庫】
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事業費４２２千円 新規・拡充・継続

担当課：健康課 電話：０５３１－２３－３５１５

ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kenko@city.tahara.jp

■ 目的
胃がんを早期発見、早期治療するため
より精度の高い内視鏡検査を実施して
胃がん発見率向上を目指す。

■ 事業概要
【対象者】胃がん検診の対象者で

内視鏡検査を希望する者
のうち、次の要件をいず
れも満たす者

１．年齢要件：50～68歳の偶数年齢
２．その他要件：バリウム不適合者等
【検診回数】2年に1回
【検診期間】2020年6月～2021年1月
【通知方法】2020年5月末に対象者へ

クーポン券にて通知
【その他】自己負担3,000円

胃内視鏡検査の開始 胃がん検診

バリウム検査
1年に1回

内視鏡検査
2年に1回

カメラで直接
胃内部を見る
ことで、病変を
より精密に調
べることができ
ます。

（新規） （従来）

＊引き続き実施します。（自己負担金あり）
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事業費５，７６０千円 新規・拡充・継続

担当課：総務課 電話：０５３１－２３－３５０４
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kotsubohan@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的

高齢者による自動車のアクセルとブレーキ
の踏み間違い事故防止のため、後付けのペ
ダル踏み間違い急発進等抑制装置設置に対
して支援を行う。
■ 事業概要

〇補助対象装置
国の性能認定制度（先行個別認定
を含む）で認定された後付けのペダル
踏み間違い急発進等抑制装置
〇対象者
６５歳以上の運転免許保有者
〇補助率
４／５以内
〇補助額
障害物検知機能付き上限３万２千円
障害物検知機能なし上限１万６千円

高齢者安全運転支援装置の設置補助

高齢者の安全運転
を支援

踏み間違いによる
事故を防止
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事業費２０，４３９千円 新規・拡充・継続

担当課：市民課 電話：０５３１－２３－３５１１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：simin@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
市役所窓口にて発行している住民票等
各種証明書を全国のコンビニエンスストア
に設置されたマルチコピー機で交付できる
ようにすることにより、市民の利便性の
向上及び窓口の混雑緩和を図る。

■ 事業概要
・サービス開始時期令和３年１月上旬
・取得できる証明書住民票、印鑑登録
証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票
・利用時間午前６時３０分～午後１１時
・サービスが利用できる店舗ローソン、
セブンイレブン、ファミリーマート等

※利用にはマイナンバーカードが必要

住民票等のコンビニ交付サービスの開始

資料-39

事業費１，０２６，５０４千円新規・拡充・継続

担当課：環境政策課電話：０５３１－２３－７４０１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kankyo@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
老朽化した斎場施設の建替えを行うため、

新斎場建設に向けた事業を実施する。

■ 事業概要
〇田原斎場新築工事（R1～R2年）
〇田原斎場電気設備工事（R1～R2年）
〇田原斎場機械設備工事（R1～R2年）
〇田原斎場火葬炉設備工事（R1～R2年）
〇田原斎場新築附帯工事（R2～R3年）
〇旧田原斎場解体工事（R2～R3年）
全体事業費（見込み）：2,864,851千円

※ R3年4月、新斎場（火葬棟）供用開始予定

■ 新斎場建設後のスケジュール
〇駐車場整備工事（第2期造成工事）（R3年）
〇葬祭棟改築工事（R3年）

■ 建築施設概要
〇延べ面積約3,500㎡
〇階 数地上3階地下1階
〇炉 数人体炉5炉、動物炉1炉

新斎場の整備 新斎場イメージ図

新しく建築する火葬棟

既存葬祭棟
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事業費571,686千円 新規・拡充・継続

担当課：下水道課 電話：０５３１－４５－３０００
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：gesui@ city.tahara.aichi.jp

■ 目的
衛生センター（し尿処理施設）の老朽化
に対応するため赤羽根浄化センターに
し尿と浄化槽汚泥の受入施設を建設し、
公共下水道と共同処理する。

■ 全体事業概要
〇赤羽根浄化センターし尿等受入施設
建設工事委託
令和元～２年度土木・建築工事
令和２～３年度機械・電気工事
令和３年度場内整備工事
令和３年度受入開始予定

※全体事業費（見込）９６５,０００千円

し尿処理施設の統合整備

田原市衛生センター（昭和41年供用開始）

し尿等受入施設の完成イメージ図

し尿等受入施設

管理汚泥棟(既設)
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事業費85,832千円 新規・拡充・継続

担当課：田原福祉専門学校
電話：０５３１－２２－３９３９
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：senmon@city.tahara.aichi.jp

■ 目的
田原市立田原福祉専門学校を、田原市の
高等教育機関として、介護福祉士養成専門
学校として維持存続させるため、介護現場を
持つ社会福祉法人福寿園への学校運営移
管等による民営化を進める。

■ 基本方針
田原市立田原福祉専門学校の教育理念と
教育目標を引き継ぐ

■ 事業概要
民営化に伴う施設譲渡に際し、経年劣化等
を原因とする施設の改修・修繕工事、設備更
新等の費用の一部について、事業実施主体
に対して補助金を交付する。

〇施設整備費補助金79.060千円
（施設の改修、修繕、外構補修）

〇設備整備費補助金6,772千円
（トイレ等設備改修、コンピュータ機器更新）

田原福祉専門学校の民営化
■ 今後のスケジュール（予定）

令和元年度

（3月）
・法人との協定等締結
・田原市立田原福祉専門学校の設置及び
管理に関する条例等の廃止手続

令和２年度

（4月～3月）民営化に向けた準備

令和３年度

（4月）新学校に移行
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